
は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
日
本
銀
行
は
、
日
本
銀
行
法
が
定
め
る
「
通
常
業
務
」
の
範
囲
を
超
え
る
様
々
な
資
金
供
給
を
お
こ
な
っ

て
き
た
。
個
別
金
融
機
関
へ
の
い
わ
ゆ
る
「
特
融
」、
預
金
保
険
機
構
へ
の
貸
付
、
金
融
機
関
保
有
株
式
の
買
入
れ
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
や
Ｒ

Ｅ
Ｉ
Ｔ
の
買
入
れ
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
金
融
危
機
、
景
気
低
迷
、
デ
フ
レ
、
そ
し
て
政
治
的
圧
力
の
高
ま
り
が
こ
う
し
た
措
置
を
日
銀
に
促
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
通
常
業
務
以
外
の
こ
う
し
た
資
金
供
給
が
、
日
銀
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か
、
整
理
す
る
。

１
　
旧
日
銀
法
と
特
融
等

現
在
の
日
本
銀
行
法
（
以
下
、
現
行
法
）
は
、
一
九
九
七
年
に
、
旧
日
本
銀
行
法
（
一
九
四
二
年
制
定
、
以
下
、
旧
法
）
の
全
文

改
正
に
よ
っ
て
成
立
し
た
（
一
九
九
七
年
六
月
一
一
日
成
立
、
六
月
一
八
日
公
布
、
九
八
年
四
月
一
日
施
行
）
（
１
）。

ま
ず
、
旧
法
に
お
け
る
特
融
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
法
に
お
け
る
特
融
（
２
）

は
、
第
二
五

条
「
日
本
銀
行
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
信
用
制
度
ノ
保
持
育
成
ノ
為
必
要
ナ
ル
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
」
の
規
定
に
も
と
づ
く

も
の
で
あ
り
、
一
九
六
五
年
の
山
一
証
券
、
大
井
証
券
へ
の
（
取
引
先
銀
行
を
通
じ
た
）
融
資
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
第

（9）

日
本
銀
行
法
と
「
最
後
の
貸
し
手
」
機
能

伊
豆
　
　
久



二
五
条
の
発
動
は
そ
れ
が
最
初
で
は
な
い
。
終

戦
直
後
の
一
九
四
七
年
、
復
興
金
融
金
庫
の
発

足
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
資
金
調
達
の
た
め
の
債

券
が
市
中
で
消
化
困
難
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら

日
銀
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

も
第
二
五
条
を
根
拠
と
し
て
い
る
（『
日
本
銀

行
百
年
史
』
第
六
巻
一
〇
三
頁
）。

山
一
・
大
井
証
券
へ
の
特
融
以
後
、
三
〇
年

近
く
第
二
五
条
の
発
動
は
な
か
っ
た
が
、
一
九

九
〇
年
代
に
入
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
良
債

権
処
理
の
過
程
で
た
び
た
び
活
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

信
用
組
合
か
ら
地
方
銀
行
、
さ
ら
に
は
都
銀
、

大
手
証
券
会
社
へ
と
信
用
不
安
が
拡
大
す
る
一

方
で
、
政
府
と
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
破
綻
処

理
制
度
の
整
備
に
は
時
間
が
か
か
り
、
そ
う
し

た
な
か
で
、
日
本
銀
行
が
、
破
綻
金
融
機
関
の

預
金
払
戻
し
に
、
あ
る
い
は
事
業
譲
渡
を
受
け

（10）

表１　特融等の実施例

⑯

旧法第25条

1997年11月26日

① 1947年２月15日 みどり銀行 1998年５月15日
② 1965年５月29日 国民銀行 1999年４月11日
③ 1965年７月６日 幸福銀行 1999年５月22日
④ 1995年１月13日 東京相和銀行 1999年６月12日
⑤ 1995年７月31日 なみはや銀行 1999年８月７日
⑥ 1995年８月28日 新潟中央銀行 1999年10月２日
⑦ 1995年８月30日 信用組合関西興銀 2000年12月16日
⑧ 1995年８月30日 朝銀近畿信用組合 2000年12月29日
⑨ 1996年１月26日 石川銀行 2001年12月28日

⑭ 1997年11月17日
⑮ 1997年11月24日

（注）a ①復金債の引受け。②240億円まで、後390億円までに増額。③80億円まで。④破綻した２
信組の受け皿銀行として設立、200億円の出資。⑨兵庫銀行の受皿銀行、1,100億円の劣後
貸付。⑩2,200億円の貸付。⑪住専処理のために日銀と民間金融機関の出資によって設立、
1,000億円の拠出。上記以外は金額未定の貸付。

s 日付は、（①を除いて）日本銀行政策委員会の議決日。
d 金額未定の貸付の貸付額は、一定の期日（営業譲渡の終了等）までの預金の払戻し等に必
要最小限の金額、として決定された（実際の貸付はなされなかった場合を含む）。

f 証券会社、信用組合への貸付は、それぞれ、取引銀行、全国信用協同組合連合会を通じて
なされた。

（出所）『日本銀行政策委員会年次報告書』、日銀ウェブサイト「信用秩序維持に資するための資金供
給」等より作成。

現行法第38条
復興金融金庫 ⑰
山一証券 ⑱
大井証券 ⑲
東京共同銀行 @0

コスモ信用組合 @1

東京共同銀行 @2

木津信用組合 @3

兵庫銀行 @4

みどり銀行 @5

⑩ 東京共同銀行 1996年４月26日 @6 中部銀行 2002年３月８日
⑪ 新金融安定化基金 1996年９月24日 @7 りそな銀行 2003年５月17日
⑫ 阪和銀行 1996年11月21日 @8 足利銀行 2003年11月29日
⑬ 京都共栄銀行 1997年10月14日

北海道拓殖銀行
山一証券
徳陽シティ銀行



る
金
融
機
関
向
け
に
資
金
を
供
給
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

２
　
現
行
日
銀
法
と
特
融
等

そ
し
て
、
こ
の
旧
法
第
二
五
条
の
内
容
は
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
第
三
七
条
と
第
三
八
条
の
二
つ
に
分
割
し
て
規
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

第
三
七
条
は
、
シ
ス
テ
ム
・
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
一
時
的
な
資
金
不
足
に
陥
っ
た
金
融
機
関
に
対
す
る
無
担
保
貸
出
の
場
合

で
、
一
九
八
五
年
に
米
国
で
発
生
し
た
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ト
ラ
ブ
ル
を
念
頭
に
制
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
に
問
題
は
な
い
も
の
の
、
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
一
時
的
な
流
動
性
不
足
が
発
生
し
た
場
合
の
融
資
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
第
三
八
条
は
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
に
問
題
が
あ
る
銀
行
へ
の
資
金
供
給
を
定
め
て
い
る
（
後
掲
資
料
２
、
５
、
６
参
照
）。

現
行
法
施
行
か
ら
現
在
ま
で
、
第
三
七
条
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
第
三
八
条
に
つ
い
て
は
表
１
に
ま
と
め
た
例
が
あ
る
。

金
融
機
関
の
破
綻
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
で
合
計
一
八
〇
件
に
上
る
が
、
そ
れ
を
旧
法
下
（
九
八
年
三
月
ま
で
）

と
現
行
法
下
（
九
八
年
四
月
以
降
）
に
時
期
区
分
す
る
と
、
前
者
が
三
六
件
、
後
者
が
一
四
四
件
で
あ
る
（
件
数
は
預
金
保
険
機
構

『
平
成
金
融
危
機
へ
の
対
応
　
預
金
保
険
は
い
か
に
機
能
し
た
か
』
二
〇
〇
七
年
に
拠
る
）。
と
こ
ろ
が
、
特
融
等
の
発
動
件
数
は
、

前
者
が
一
六
件
、
後
者
が
一
二
件
と
旧
法
下
の
ほ
う
が
多
い
。
ま
た
、
旧
法
下
で
は
、
受
皿
銀
行
へ
の
出
資
な
ど
、
預
金
の
払
戻
し

等
の
た
め
の
流
動
性
供
給
以
外
の
資
金
供
給
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
行
法
下
で
は
そ
れ
ら
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
変
化
は
、

九
〇
年
代
末
以
降
、
破
綻
処
理
体
制
の
整
備
が
進
み
日
銀
へ
の
依
存
度
が
低
下
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
旧

法
下
の
（
破
綻
件
数
に
比
べ
た
）
特
融
等
の
頻
繁
な
発
動
は
、
本
来
、
政
府
・
預
金
保
険
機
構
の
行
う
べ
き
破
綻
処
理
を
肩
代
わ
り

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
、
第
三
七
条
と
第
三
八
条
の
違
い
は
、
対
象
と
な
る
銀
行
が
流
動
性
不
足
か
資
本
不
足
か
の
違
い
だ
け
で
は
な
い
。
条
文

を
よ
く
読
む
と
、
第
三
八
条
で
は
、
第
一
項
で
「
大
蔵
大
臣
」
が
「
日
本
銀
行
」
に
「
要
請
」
し
、
第
二
項
で
「
日
本
銀
行
」
が
当

該
要
請
に
応
じ
て
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
「
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
。「
要
請
」
す
る
の
は
政
府
で
、
日
銀
は
要
請
が
な
け

れ
ば
第
三
八
条
を
発
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
政
府
の
側
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
要
請
」

が
あ
れ
ば
日
銀
は
発
動
す
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
、
要
請
を
拒
否
す
る
こ
と
も
法
律
上
は
可
能
だ
と
解
釈
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
第
三
七
条
を
見
る
と
、
す
べ
て
は
日
銀
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
政
府
が
関
与
す
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
よ

う
に
第
三
七
条
と
第
三
八
条
で
は
政
府
と
日
銀
の
関
係
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）。

こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
扱
い
と
な
っ
た
理
由
は
、
現
行
法
制
定
時
の
中
央
銀
行
研
究
会
、
金
融
制
度
調
査
会
の
答
申
の
以
下
の
叙

述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
資
料
５
、
６
参
照
）。

す
な
わ
ち
、
①
「
経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
な
い
金
融
機
関
の
緊
急
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
不
足
」
に
つ
い
て
は
「
日
本
銀
行
が

独
自
の
判
断
で
、
流
動
性
供
給
を
」
行
う
べ
き
で
あ
り
、
②
信
用
不
安
へ
の
対
応
に
お
い
て
は
「
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
等
の
行
政

的
手
法
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
責
任
は
政
府
に
あ
る
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
政
府
が
・
・
・
日
本
銀
行
に
対
し
、

信
用
秩
序
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
要
請
に
、
日
本
銀
行

が
政
策
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
同
意
し
た
場
合
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
仕
組
み
と
す
る
」
と
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
振
り
返
っ
て
旧
法
第
二
五
条
で
は
、
日
銀
と
政
府
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

条
文
で
は
、
日
銀
が
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
日
銀
が
主
体
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。

し
か
し
旧
法
に
お
い
て
は
日
銀
が
大
蔵
大
臣
の
監
督
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
読
み
方
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
大
蔵
大
臣
は
、

日
銀
に
対
し
て
、
監
督
権
（
第
四
二
条
）、
業
務
命
令
権
（
第
四
三
条
）、
解
任
権
（
第
四
七
条
）
等
を
保
持
し
て
お
り
、
法
律
上
、

（12）



日
銀
の
独
立
性
は
著
し
く
制
約
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
先
述
の
一
九
四
七
年
の
復
金
債
の
引
受
け
に
お
い
て
も
、
大
蔵
省
銀
行
局

長
か
ら
日
銀
総
裁
へ
の
通
牒
の
発
出
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

３
　
預
金
保
険
法
に
よ
る
日
銀
融
資

し
か
し
、
日
銀
の
「
通
常
業
務
」
以
外
の
資
金
供
給
は
、
旧
法
第
二
五
条
、
現
行
法
第
三
八
条
の
発
動
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一

つ
が
、
預
金
保
険
法
に
も
と
づ
く
預
金
保
険
機
構
へ
の
貸
付
で
あ
る
。

預
金
保
険
機
構
は
、
政
府
、
日
銀
、
金
融
機
関
三
者
の
一
億
五
千
万
円
ず
つ
の
出
資
に
よ
り
、
一
九
七
一
年
に
設
立
さ
れ
た
（
４
）。

金

融
機
関
が
預
金
額
に
応
じ
て
納
付
す
る
保
険
料
に
よ
り
、
破
綻
金
融
機
関
の
預
金
者
に
一
定
額
（
当
初
、
一
〇
〇
万
円
）
ま
で
の
元

本
を
保
証
す
る
仕
組
み
を
と
っ
て
い
た
が
、
緊
急
時
に
は
、
日
本
銀
行
か
ら
借
入
れ
（
当
初
、
五
〇
〇
億
円
ま
で
）
を
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
資
料
３
参
照
）。
こ
の
日
銀
貸
出
は
、
旧
法
に
お
い
て
も
現
行
法
に
お
い
て
も
日
銀
法
で
は
な
く
、
預
金
保
険

法
を
根
拠
と
す
る
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
貸
出
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
日
銀
法
第
三
八
条
の
政
府
に
よ
る
要

請
や
第
四
三
条
の
認
可
は
必
要
な
い
（
た
だ
し
、
保
険
機
構
の
側
で
、
借
入
れ
を
行
う
際
に
、
政
府
の
認
可
が
必
要
）。

当
初
、
保
険
機
構
か
ら
の
支
援
は
、
破
綻
金
融
機
関
の
清
算
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
預
金
の
払
戻
し
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
金
融

機
関
の
清
算
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
一
九
八
六
年
に
、
金
融
機
関
の
存
続
を
前
提
と
し
た
資
金
援
助
方
式
が
導
入
さ
れ
る
。

し
か
し
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
す
る
ま
で
預
金
保
険
が
実
際
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
二
年
、
東
邦
相
互
銀
行
が
伊
予
銀
行
に
救
済
合
併
さ
れ
る
際
、
設
立
以
来
初
め
て
保
険
機
構
か
ら
の
支
援
が
実

施
さ
れ
、
以
降
、
東
洋
信
用
金
庫
、
釜
石
信
用
金
庫
の
救
済
と
続
く
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
、
支
援
額
は
ま
だ
ペ
イ
オ
フ
・
コ
ス

ト
（
所
定
の
元
本
と
利
息
の
払
戻
し
に
必
要
な
資
金
）
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ペ
イ
オ
フ
・
コ
ス
ト
ま
で
の
支
援
だ
け
で
は
破
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綻
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
が
、
銀
行
融
資
に
対
す
る
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
か
つ
店
舗
行
政
が
厳
し

か
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
合
併
や
営
業
譲
渡
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
店
舗
網
の
価
値
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
で
も
救
済
金
融

機
関
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
破
綻
金
融
機
関
の
増
大
に
よ
り
預
金
保
険
機
構
は
資
金
不
足
に
陥
り
、
ま
た
、
救
済
金
融
機
関
を
見
つ
け
る

た
め
に
は
ペ
イ
オ
フ
・
コ
ス
ト
を
超
え
る
支
援
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
引
受
け
手
が
見
つ
け
ら
れ
ず
、
新
た
な
受
け
皿
銀
行

を
設
立
す
る
必
要
さ
え
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
六
年
九
月
以
降
、
保
険
機
構
は
、
先
に
紹
介
し
た
預
金
保
険
法

の
規
定
に
も
と
づ
き
、
不
足
す
る
資
金
を
日
銀
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
時
的
に
不
足
す
る
資
金
は
、
本
来
、

預
金
保
険
機
構
債
の
発
行
、
ま
た
は
市
場
か
ら
の
借
入
れ
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
難
し
く
、

九
六
、
九
七
年
度
は
借
入
れ
の
ほ
と
ん
ど
を
日
銀
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
残
高
は
、
九
八
年
度
末
に
は
六
兆
六
千
億
円

を
超
え
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
保
険
機
構
の
債
務
残
高
は
増
加
し
て
い
く
が
、
日
銀
の
金
融
緩
和
政
策
の
進
展
、
保
険
機
構
債
の
日

銀
適
格
担
保
化
等
に
よ
り
、
市
場
か
ら
の
調
達
に
移
行
し
、
二
〇
〇
一
年
度
以
降
、
日
銀
借
入
残
高
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
（
５
）。

こ
の
よ
う
に
、
日
銀
か
ら
の
預
金
保
険
機
構
向
け
貸
付
は
、
一
時
的
と
は
い
え
、
極
め
て
大
き
な
金
額
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
、

そ
れ
は
、
日
銀
法
改
正
が
議
論
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
連
す
る
規
定
が
現
行
日
銀
法
に
書
き
込
ま
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
改
正
時
の
審
議
会
等
の
報
告
書
に
お
い
て
も
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由

は
筆
者
に
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

４
　
「
他
業
禁
止
規
定
」
の
た
だ
し
書
き
の
活
用

も
う
一
つ
の
、「
通
常
業
務
」
以
外
の
資
金
供
給
は
、
現
行
法
第
四
三
条
の
他
業
禁
止
規
定
の
た
だ
し
書
き
規
定
の
活
用
で
あ
る
。
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日
銀
は
、
政
府
の
認
可
を
受
け
れ
ば
日
銀
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
業
務
を
行
え
る
の
で
あ
る
（
資
料
２
参
照
）。
そ
れ
が
実
際
に

用
い
ら
れ
た
の
は
、

①
金
融
機
関
保
有
株
式
の
買
入
れ
（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
〜
二
〇
〇
四
年
九
月
、
二
〇
〇
九
年
二
月
〜
二
〇
一
〇
年
四
月
）

②
劣
後
ロ
ー
ン
の
供
給
（
二
〇
〇
九
年
四
月
決
定
〜
二
〇
一
〇
年
三
月
）

③
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
の
買
入
れ
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
〜
）

で
あ
る
。

第
三
八
条
の
活
用
に
は
政
府
か
ら
の
要
請
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
要
請
は
、「
信
用
秩
序
の
維
持
に
重
大
な
支
障
が
生
じ

る
と
き
」
ま
た
は
「
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
」
と
き
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
株

式
の
買
入
れ
を
と
れ
ば
、
銀
行
の
保
有
株
式
を
抑
え
銀
行
の
健
全
性
を
高
め
る
た
め
と
さ
れ
た
が
、
信
用
不
安
へ
の
対
処
と
は
い
え

な
か
っ
た
た
め
、
第
三
八
条
の
適
用
に
は
無
理
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
銀
行
の
株
式
保
有
を
減
ら
す
の
で
あ

れ
ば
、
市
場
で
売
却
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
日
銀
が
株
価
に
関
与
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
く
、
ま
た
可
能
で
も

な
い
。
し
か
し
、
政
府
か
ら
の
圧
力
は
強
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
四
三
条
の
た
だ
し
書
き
が
、
政
府
か
ら
の
圧
力
を
か

わ
す
便
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
銀
は
、
強
制
通
用
力
を
も
つ
不
換
紙
幣
の
独
占
的
発
行
権
を
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
業
務
範
囲
に
法
的
な
制
約
が
か
か
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
定
め
た
他
業
禁
止
規
定
を
逸
脱
す

る
こ
と
は
、
た
だ
し
書
き
規
定
が
あ
る
と
は
い
え
極
め
て
例
外
的
な
時
に
し
か
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

５
　
非
「
通
常
業
務
」
と
情
報
公
開

そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、「
通
常
業
務
」（
現
行
法
第
三
三
条
）
以
外
の
資
金
供
給
に
つ
い
て
は
、
日
銀
の
情
報
公
開
上
、
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重
大
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
行
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
日
銀
は
、
政
府
か
ら
の
高
い
独
立
性
を
与
え
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
情
報
公
開
（
透
明

性
）
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
央
銀
行
研
究
会
が
、
答
申
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
開
か
れ
た
独
立
性
を
求
め

て
」
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
日
銀
の
最
高
意
思
決
定
機
関
と
な
っ
た
政
策
委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て

は
、
議
事
要
旨
（
一
ヶ
月
後
）
と
議
事
録
（
一
〇
年
後
）
が
公
開
さ
れ
（
第
二
〇
条
）、
ま
た
国
会
に
対
し
て
も
報
告
書
（「
通
貨
及

び
金
融
に
関
す
る
報
告
書
」）
を
六
ヶ
月
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
（
第
五
四
条
）
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
情
報
公
開
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
政
策
委
員
会
の
う
ち
、
金
融
政
策
決
定
会
合
（
第
一
五
条
第
一

項
）
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
政
策
委
員
会
会
合
（
通
常
会
合
）
に
は
公
開
の
義
務
が
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い

る
い
わ
ゆ
る
特
融
等
（
第
三
七
条
、
第
三
八
条
）、
他
業
禁
止
の
た
だ
し
書
き
（
第
四
三
条
）
に
関
す
る
事
項
等
は
、
通
常
会
合
で

の
議
事
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（
第
一
五
条
第
二
項
）、
会
議
の
内
容
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
日
銀
は
、
二
〇
〇
二
年
に
他
業
禁
止
の
た
だ
し
書
き
規
定
を
利
用
し
て
金
融
機
関
保
有
の
株
式
の

買
入
れ
を
決
定
し
て
い
る
が
（
九
月
一
八
日
に
買
取
り
方
針
を
、
翌
月
一
一
日
に
は
そ
の
基
本
要
領
を
決
定
）、
こ
れ
ら
の
決
定
は

い
ず
れ
も
通
常
会
合
で
な
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
の
議
事
要
旨
、
議
事
録
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
「
通
貨
及
び
金

融
に
関
す
る
報
告
書
」
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
特
融
等
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
金
融
機
関
の
経
営
内
容
等
に
関
す
る
議

論
が
な
さ
れ
る
た
め
そ
の
過
程
を
公
開
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、〈
透

明
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
独
立
性
〉
と
い
う
現
行
法
の
根
本
が
揺
ら
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
他
業
禁
止
の
た
だ
し
書
き
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
た
び
た
び
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
と
大
き
な
齟
齬
が

生
じ
て
い
る
。
通
常
会
合
に
つ
い
て
も
、
資
金
供
給
に
関
す
る
部
分
は
、
情
報
公
開
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
前
掲
神
田
一
九
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頁
参
照
）。

注（
１
）

日
銀
法
改
正
は
、
①
九
六
年
六
月
の
、
自
民
・
社
民
・
さ
き
が
け
与
党
三
党
「
金
融
行
政
を
は
じ
め
と
す
る
大
蔵
省
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
チ
ー
ム
」
に
よ
る
「
新
し
い
金
融
行
政
・
金
融
政
策
の
構
築
に
向
け
て
」
の
発
表
、
②
中
央
銀
行
研
究
会
（
総
理
大
臣
の
私
的
研
究

会
）
答
申
「
中
央
銀
行
制
度
の
改
革
―
開
か
れ
た
独
立
性
を
求
め
て
」（
一
九
九
六
年
一
一
月
）、
③
金
融
制
度
調
査
会
「
日
本
銀
行
法
の

改
正
に
関
す
る
答
申
」（
一
九
九
七
年
二
月
）
を
経
て
、
実
現
し
た
。

立
法
関
係
者
に
よ
る
解
説
と
し
て
、
國
枝
繁
樹
（
大
蔵
省
銀
行
局
総
務
課
課
長
補
佐
）「
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
つ
い
て
」『
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
』
一
九
九
七
年
七
月
号
、
神
田
秀
樹
（
中
央
銀
行
研
究
会
委
員
）「
日
本
銀
行
法
の
改
正
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一
一
九
号
、
一
九
九
七

年
九
月
一
五
日
、
館
龍
一
郎
（
金
融
制
度
調
査
会
会
長
）「
金
融
制
度
調
査
会
の
『
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
関
す
る
答
申
』」『
金
融
』
一
九

九
七
年
三
月
、
江
頭
憲
次
郎
（
金
制
調
小
委
員
会
委
員
）「
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
平
出
慶
道
他
編
『
現
代
企
業
法
の
理
論
』
信

山
出
版
、
一
九
九
八
年
な
ど
が
あ
る
。

他
に
、
法
学
者
に
よ
る
検
討
と
し
て
、
櫻
井
敬
子
「
日
本
銀
行
の
法
的
性
格
」
碓
井
光
明
他
編
『
公
法
学
の
法
と
政
策
（
下
）』
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
年
、
塩
野
宏
監
修
　
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
「
公
法
的
観
点
か
ら
み
た
中
央
銀
行
に
つ
い
て
の
研
究
会
」
編
『
日
本
銀
行
の
法

的
性
格
―
新
日
銀
法
を
踏
ま
え
て
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）

「
特
融
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
日
銀
法
で
は
新
旧
い
ず
れ
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
厳
密
な
定
義
は
な
い
。
日
銀
で
は

戦
前
よ
り
「
特
別
融
通
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、「
特
融
」
は
そ
の
略
語
と
し
て
一
般
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
旧

法
第
二
五
条
の
発
動
す
な
わ
ち
「
特
融
」
で
は
な
い
。
本
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
復
金
債
の
引
受
け
や
東
京
共
同
銀
行
へ
の
出
資
な
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ど
は
、
第
二
五
条
に
も
と
づ
く
が
融
資
で
は
な
い
た
め
「
特
融
」
に
は
含
ま
れ
な
い
（
出
資
等
を
含
め
る
と
特
融
「
等
」
と
な
る
）。
現
行

法
に
お
い
て
は
、
第
三
八
条
に
も
と
づ
く
貸
付
の
み
が
「
特
融
」
で
あ
っ
て
、
第
三
七
条
の
一
時
的
貸
付
は
「
特
融
」
に
含
ま
な
い
と
い

う
の
が
日
銀
の
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
（
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
編
『
日
本
銀
行
の
機
能
と
業
務
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
七
頁
）。

た
だ
し
、
第
三
七
条
に
よ
る
貸
付
も
含
め
る
べ
き
だ
と
の
意
見
も
あ
る
（
前
掲
神
田
二
〇
頁
参
照
）。

（
３
）

小
栗
誠
治
「
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
と
中
央
銀
行
の
『
最
後
の
貸
し
手
』
機
能
」『
彦
根
論
叢
』
第
三
四
二
号
、
二
〇
〇
三
年
も
参
照
。

（
４
）

預
金
保
険
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
は
、「
破
綻
処
理
手
法
の
進
化
と
関
連
法
の
整
備
」
預
金
保
険
機
構
前
掲
書
参
照
。

（
５
）

預
金
保
険
機
構
の
財
務
に
つ
い
て
は
、「
破
綻
処
理
財
源
の
変
遷
と
預
金
保
険
機
構
の
財
務
構
造
の
あ
り
方
」
預
金
保
険
機
構
前
掲
書
参
照
。

資
料
１
　
旧
・
日
本
銀
行
法
（
一
九
四
三
年
三
月
二
〇
日
施
行
）

第
二
〇
条
【
通
常
業
務
】
日
本
銀
行
ハ
左
ノ
業
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

一
　
商
業
手
形
、
銀
行
引
受
手
形
ソ
ノ
他
ノ
手
形
ノ
割
引

二
　
手
形
、
国
債
其
ノ
他
ノ
有
価
証
券
、
地
金
銀
又
ハ
商
品
ヲ
担
保
ト
ス
ル
貸
付

・
・
・

第
二
五
条
【
信
用
制
度
保
持
育
成
】
日
本
銀
行
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
信
用
制
度
ノ
保
持
育
成
ノ
為
必
要
ナ
ル
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
　

第
二
七
条
【
他
業
禁
止
】
日
本
銀
行
ハ
本
法
ニ
規
定
セ
ザ
ル
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
日
本
銀
行
ノ
目
的
達
成
上
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ

主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
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資
料
２
　
現
行
・
日
本
銀
行
法
（
一
九
九
八
年
四
月
一
日
施
行
）

第
三
三
条
【
通
常
業
務
】
日
本
銀
行
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
商
業
手
形
そ
の
他
の
手
形
の
割
引

二
　
手
形
、
国
債
そ
の
他
の
有
価
証
券
を
担
保
と
す
る
貸
付
け

・
・
・

第
三
七
条
【
金
融
機
関
等
に
対
す
る
一
時
貸
付
け
】
日
本
銀
行
は
、
金
融
機
関
（
・
・
・
）
そ
の
他
の
金
融
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
（
以
下
「
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
故
障
そ
の
他
の
偶
発
的
な
事
由
に
よ
り
予
見
し
難

い
支
払
資
金
の
一
時
的
な
不
足
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
不
足
す
る
支
払
資
金
が
直
ち
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
当
該
金
融
機

関
等
の
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
金
融
機
関
の
間
に
お
け
る
資
金
決
済
の
円
滑
の
確

保
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
融
機
関
等
に
対
し
、
政

令
で
定
め
る
期
間
を
限
度
と
し
て
、
担
保
を
徴
求
す
る
こ
と
な
く
そ
の
不
足
す
る
支
払
資
金
に
相
当
す
る
金
額
の
資
金
の
貸
付
け
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
　
日
本
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
大
蔵
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
八
条
【
信
用
秩
序
の
維
持
に
資
す
る
た
め
の
業
務
】
大
蔵
大
臣
は
、
金
融
機
関
の
業
務
又
は
財
産
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
信
用
秩
序
の

維
持
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
当
該
金
融
機
関
へ
の
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業
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務
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
　
日
本
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
大
蔵
大
臣
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
当

該
要
請
に
応
じ
て
特
別
の
条
件
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
三
条
【
他
業
の
禁
止
】
日
本
銀
行
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
の
業
務
と
さ
れ
た
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
日
本
銀
行
の
目
的
達
成
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
注
　
現
在
ま
で
に
、「
大
蔵
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
」
と
す
る
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
）

資
料
３
　
預
金
保
険
法

第
四
二
条
【
借
入
金
及
び
預
金
保
険
機
構
債
】

第
二
項
　
機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
一
時
的
な
資
金
繰
り
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣

総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
日
本
銀
行
か
ら
資
金
の
借
入
れ
（
借
換
え
を
含
む
。）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
項
　
日
本
銀
行
は
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
対
し
、
第

二
項
の
資
金
の
貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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資
料
４
　
与
党
三
党
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
「
新
し
い
金
融
行
政
・
金
融
政
策
の
構
築
に
向
け
て
」（
一
九
九
六
年
六
月
一
三
日
）
よ
り
。

過
剰
流
動
性
や
バ
ブ
ル
に
お
け
る
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
誤
り
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
独
立
性
と
政
策
決
定
責
任

を
よ
り
鮮
明
に
す
る
方
向
で
、
日
銀
法
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
・
・
第
五
に
、
金
融
機
関
の
健
全
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
日
銀
考

査
・
日
銀
特
融
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
確
に
（
明
定
）
す
る
。
・
・
・
政
府
に
お
い
て
透
明
か
つ
公
正
な
検
討
の
場
を
設
け
る
こ
と
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

資
料
５
　
中
央
銀
行
研
究
会
（
総
理
大
臣
の
私
的
研
究
会
）「
中
央
銀
行
制
度
の
改
革
〜
開
か
れ
た
独
立
性
を
求
め
て
」（
一
九
九
六
年
一
一
月
一
二

日
）
よ
り
。

（
信
用
不
安
へ
の
対
処
）

信
用
不
安
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
等
に
つ
い
て
は
行
政
的
手
法
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
責
任

は
政
府
に
あ
る
が
、
日
本
銀
行
は
「
最
後
の
貸
手
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
の
日
本
銀
行
の
役
割
は
、
基
本
的
に
は
、
信
用
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
、
適
切
な
流
動
性
を
供
給
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
明
白
に

回
収
不
能
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
損
失
補
填
は
、
金
融
機
関
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
避
け
る
た
め
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

信
用
不
安
へ
の
対
処
に
お
い
て
は
、
政
府
の
行
う
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
策
（
信
用
秩
序
維
持
政
策
）
と
日
本
銀
行
の
政
策
と
の
整
合
性

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
、
日
本
銀
行
と
の
合
意
を
経
て
、
必
要
な
措
置
が
実
行
さ
れ
る
枠
組
み
を
用
意
す
べ
き
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で
あ
る
。

他
方
、
金
融
機
関
の
一
時
的
か
つ
緊
急
の
流
動
性
不
足
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
明
確
な
規
定
の
下
、
日
本
銀
行
独
自
の
判
断
で
流
動
性
の
適

切
な
供
給
を
行
い
う
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。

資
料
６
　
金
融
制
度
調
査
会
「
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
関
す
る
答
申
」（
一
九
九
七
年
二
月
六
日
）
よ
り
。

「
信
用
秩
序
維
持
に
資
す
る
業
務
」
に
つ
い
て
の
「
説
明
」

１
（
信
用
秩
序
維
持
に
お
け
る
日
本
銀
行
の
役
割
）

こ
れ
ま
で
、
日
本
銀
行
は
、
現
行
日
本
銀
行
法
第
二
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
、
無
担
保
の
貸
出
等
を
実
施
し
て

き
た
。
信
用
不
安
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
等
の
行
政
的
手
法
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
責
任
は

政
府
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
銀
行
も
、「
最
後
の
貸
手
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
信
用
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
適
切
な

流
動
性
供
給
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
明
白
に
回
収
不
能
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
損
失
補
填
は
、
金
融
機
関
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー

ド
を
避
け
る
た
め
に
も
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

２
（
一
時
貸
付
）

経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
な
い
金
融
機
関
に
お
い
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
故
障
等
に
よ
り
、
緊
急
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
不
足
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
り
、
日
本
銀
行
に
よ
る
一
時
的
な
流
動
性
の
供
給
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
該
当
す
る
事
例
と
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し
て
は
、
一
九
八
五
年
に
、
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
故
障
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
の
口
座
に
巨
額
の

赤
残
を
抱
え
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
が
緊
急
融
資
を
行
っ
た
例
が
あ
る
。

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
な
ど
に
照
ら
し
、
経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
な
い
金
融
機
関
の
緊
急
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
不
足
に
速
や
か
に
対

処
し
う
る
よ
う
、
一
定
の
期
間
を
限
度
と
し
て
、
日
本
銀
行
が
独
自
の
判
断
で
、
流
動
性
供
給
を
行
い
う
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
。

３
（
信
用
秩
序
維
持
の
た
め
の
特
別
な
業
務
）

新
し
い
金
融
行
政
の
下
で
は
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
応
じ
て
、
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、
政
府
が
、
適
切
な
是
正
措
置
を
講

じ
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
府
が
講
じ
る
信
用
秩
序
維
持
の
た
め
の
措
置
と
日
本
銀
行
の
行
う
流
動
性
供
給
は
、
整
合
的
で

あ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
あ
る
金
融
機
関
の
処
理
そ
の
他
の
信
用
不
安
へ
の
対
処
に
お
い
て
は
、
政
府
が
信
用
秩
序
維
持
の
た

め
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
信
用
秩
序
維
持
の
た
め
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
要
請
に
、

日
本
銀
行
が
政
策
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
同
意
し
た
場
合
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
い
ず
　
ひ
さ
し
・
客
員
研
究
員
）
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